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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

回次
第64期
第３四半期
累計期間

第65期
第３四半期
累計期間

第64期
第３四半期
会計期間

第65期
第３四半期
会計期間

第64期

会計期間

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成22年
    ４月１日
至  平成22年
    12月31日

自  平成21年
    10月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成22年
    10月１日
至  平成22年
    12月31日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成22年
    ３月31日

売上高 (千円) 5,675,7865,631,1492,074,1521,954,1058,642,978

経常利益又は
経常損失（△）

(千円) 137,931△73,734 152,039△43,220 316,614

四半期(当期)純利益又は
四半期純損失（△)

(千円) 83,839 △53,396 91,213 △30,700 190,092

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ─ ─ ─ ─ ─

資本金 (千円) ― ― 570,000 570,000 570,000

発行済株式総数 (株) ― ― 7,200,0007,200,0007,200,000

純資産額 (千円) ― ― 2,234,3142,240,6892,347,453

総資産額 (千円) ― ― 9,428,4109,129,7089,273,170

１株当たり純資産額 (円) ― ― 311.16 312.12 326.91

１株当たり四半期
(当期)純利益金額又は
１株当たり四半期純損失
金額(△）

(円) 11.68 △7.44 12.70 △4.28 26.47

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ─ ─ ─ ─ ─

１株当たり配当額 (円) ─ ─ ─ ─ 7.50

自己資本比率 (％) ― ― 23.7 24.5 25.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △25,357△238,704 ― ― 635,229

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △134,675△85,256 ― ― △217,366

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 114,596 400,949 ― ― △416,991

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 424,452 547,748 470,760

従業員数 (名) ― ― 359 356 355

　
(注) １．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、四半期連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推

移については、記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

４．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期会計期間において、当社において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

平成22年12月31日現在

従業員数(名) 356

(注)　従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。 
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

当社は、労働安全衛生保護具の製造販売事業の単一セグメントであるため生産、受注及び販売の状況につ
いては、品種別に記載しております。

(1) 生産実績

当第３四半期会計期間における生産実績は、次のとおりであります。

区分 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

呼吸用
保護具

防毒マスク 579,651 △22.8

防じんマスク 394,115 15.4

送気マスク 62,148 27.0

その他の呼吸用保護具 164,620 △4.9

メガネ・シールド 10,974 △89.6

その他 96,494 △42.2

合計 1,308,004 △17.6

(注) １　金額は、販売価格によっております。
２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注実績

当社は見込生産を行っているため、該当事項はありません。

(3) 販売実績

当第３四半期会計期間における販売実績は、次のとおりであります。

区分 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

製品

呼吸用
保護具

防毒マスク 556,993 △6.3

防じんマスク 340,511 15.8

送気マスク 45,351 △8.8

その他の呼吸用保護具 182,481 23.3

計 1,125,338 3.6

メガネ・シールド 12,239 △80.6

その他 78,599 △43.9

小計 1,216,177 △5.7

商品

呼吸用
保護具

自給式呼吸器 514,862 △10.7

送気マスク 3,751 △29.5

計 518,613 △10.9

酸素計・ガス検知器 82,190 129.3

保護衣・保護手袋 58,049 △33.2

その他 79,075 △1.3

小計 737,928 △6.0

合計 1,954,105 △5.8

(注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．主な輸出先及び輸出販売高に対する割合は次のとおりであります。

輸出先
前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間

販売高（千円） 割合(％) 販売高（千円） 割合(％)

東南アジア 123,808 70.4 85,550 58.8
北アメリカ 31,502 17.9 38,179 26.2
その他 20,599 11.7 21,813 15.0

合計 175,909 100.0 145,542 100.0

３．輸出については、本社担当部門が直接販売を行っているほか、輸出業者等を通じて海外市場に販売しておりま

す。
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２ 【事業等のリスク】

　当第３四半期会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等又

は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当社は、平成23年２月４日開催の取締役会において、固定資産の譲渡及び取得を決議し、同日に譲渡契約

及び取得契約を締結いたしました。

詳細につきましては、「第５　経理の状況　１　四半期財務諸表　注記事項（重要な後発事象）」に記載し

ております。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、新興国向けの輸出拡大や政府の景気刺激策の効果等によ

り、企業業績や生産活動、設備投資等を中心に、全体としては緩やかな回復傾向を示してきました。その一方

で、依然として厳しい雇用情勢や長引く円高等の懸念材料もあり、景気の先行きは、引き続き不透明な状況

が続いております。

このような不透明な事業環境の中、当社の呼吸用保護具全般の受注状況は、期初から営業活動強化に努め

たものの、第２四半期以降主要顧客である民間製造業からの受注がやや伸び悩んだことから、当第３四半期

会計期間における売上高は、前年同四半期比で１億20百万円減の19億54百万円となりました。

一方、利益面では、引き続き生産効率の改善や製造経費削減に取り組みましたが、第４四半期の受注に備

えた製品在庫積み増しを抑えたことなどもあり、売上原価は前年同四半期比で59百万円の悪化となり、売上

総利益は５億19百万円と、前年同四半期で１億79百万円の減少となりました。

また、販売費及び一般管理費については、諸経費削減を継続実施したものの、国内外の営業活動強化に伴

う支出増などから、前年同四半期比で38百万円増の５億72百万円となりました。

この結果、営業損失52百万円（前年同四半期は１億64百万円の利益）、経常損失43百万円（前年同四半期

は１億52百万円の利益）、四半期純損失30百万円（前年同四半期は91百万円の純利益）となりました。

(2) 財政状態の分析

（総資産）

総資産は、前事業年度末に比べて１億43百万円減少し、91億29百万円となりました。

（流動資産）

流動資産は、前事業年度末に比べて93百万円増加し、59億75百万円となりました。

これは、主として受取手形及び売掛金が２億47百万円減少、原材料及び貯蔵品が１億28百万円増加、商

品及び製品が51百万円増加、仕掛品が28百万円増加したことなどによるものです。

（固定資産）

固定資産は、前事業年度末に比べて２億37百万円減少し、31億54百万円となりました。

これは、主として有形固定資産が２億７百万円減少したことによるものです。

（流動負債）

流動負債は、前事業年度末に比べて４億14百万円増加し、43億45百万円となりました。

これは、主として短期借入金が９億50百万円増加、支払手形及び買掛金が３億10百万円減少、未払法人

税等が74百万円減少したことなどによるものです。

（固定負債）

固定負債は、前事業年度末に比べて４億50百万円減少し、25億43百万円となりました。
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これは、主として長期借入金が２億46百万円減少、社債が１億93百万円減少したことなどによるもので

す。

（純資産）

純資産は、前事業年度末に比べて１億６百万円減少し、22億40百万円となりました。

これは、主として利益剰余金が１億７百万円減少したことによるものです。

この結果、当第３四半期会計期間末の自己資本比率は24.5％となりました。

　

(3)キャッシュ・フローの状況

当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前年同四半期末より

１億23百万円増加し、５億47百万円となりました。

当第３四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は、１億26百万円(前年同四半期は使用した資金が１億円）となりまし

た。これは主に、税引前四半期純損失が43百万円、仕入債務の増加が１億８百万円、たな卸資産の増加が45

百万円、売上債権の増加が２億21百万円などによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、29百万円（前年同四半期は使用した資金が35百万円）となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出28百万円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は、２億40百万円（前年同四半期は得られた資金が２億38百万円）とな

りました。これは主に、短期借入金の純増額２億75百万円、長期借入金の返済による支出１億28百万円、長

期借入による収入２億円、社債の償還による支出96百万円などによるものです。

　

(４)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

　

(５)研究開発活動

当第３四半期会計期間の研究開発費の総額は74百万円であります。

　

EDINET提出書類

株式会社　重松製作所(E02383)

四半期報告書

 6/27



第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

平成23年２月４日開催の取締役会において、固定資産の譲渡及び取得を決議し、同日に譲渡契約及び取得

契約を締結いたしました。

詳細につきましては、「第５　経理の状況　１　四半期財務諸表　注記事項（重要な後発事象）」に記載し

ております。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 24,000,000

計 24,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年２月14日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 7,200,000 7,200,000
大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード）

単元株式数は1,000株であり
ます。

計 7,200,000 7,200,000 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成22年12月31日 ─ 7,200,000 ─ 570,000 ─ 272,577

　

(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成22年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式)
普通株式　21,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

7,137,000
7,137 ―

単元未満株式
普通株式

42,000
― ―

発行済株式総数 7,200,000 ― ―

総株主の議決権 ― 7,137 ―

(注)　１「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義が1,000株(議決権１個)含まれております。　

２ 単元未満株式数には当社所有の自己株式83株が含まれております。

② 【自己株式等】

平成22年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社重松製作所

千代田区外神田３－13－８ 21,000 ─ 21,000 0.29

計 ― 21,000 ─ 21,000 0.29

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
　４月

　
　５月

　
　６月

　
　７月

　
　８月

　
　９月

　
　１０月

　
　１１月

　
　１２月

最高(円) 401 423 418 393 379 375 381 419 405

最低(円) 380 383 382 364 355 358 365 369 387

(注)　最高・最低株価は、平成22年10月11日以前は大阪証券取引所(ＪＡＳＤＡＱ市場)におけるものであり、平成22年10

月12日以降は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第３四半期会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び前第３四半期累計期間

(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第３四半期

会計期間(平成22年10月１日から平成22年12月31日まで)及び当第３四半期累計期間(平成22年４月１日か

ら平成22年12月31日まで)は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期会計期間(平成21年10月１日か

ら平成21年12月31日まで)及び前第３四半期累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)に係

る四半期財務諸表並びに当第３四半期会計期間(平成22年10月１日から平成22年12月31日まで)及び当第３

四半期累計期間(平成22年４月１日から平成22年12月31日まで)に係る四半期財務諸表について、公認会計

士　竹岡均、公認会計士　斉藤卓両氏により四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,297,848 1,220,860

受取手形及び売掛金 ※２
 2,232,209

※２
 2,479,837

商品及び製品 1,321,994 1,270,874

仕掛品 163,368 135,295

原材料及び貯蔵品 747,249 618,963

その他 214,760 158,593

貸倒引当金 △1,951 △2,534

流動資産合計 5,975,479 5,881,892

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,181,939 1,226,317

その他 1,340,731 1,504,332

有形固定資産合計 ※１
 2,522,670

※１
 2,730,649

無形固定資産 54,522 73,234

投資その他の資産

その他 590,609 600,971

貸倒引当金 △13,572 △13,578

投資その他の資産合計 577,036 587,393

固定資産合計 3,154,229 3,391,277

資産合計 9,129,708 9,273,170

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,769,937 2,080,043

短期借入金 1,450,000 500,000

未払法人税等 3,474 77,813

賞与引当金 53,879 131,776

その他 1,067,779 1,141,312

流動負債合計 4,345,069 3,930,944

固定負債

社債 578,300 772,100

長期借入金 1,298,182 1,545,179

退職給付引当金 389,159 397,409

その他 278,307 280,083

固定負債合計 2,543,949 2,994,771

負債合計 6,889,019 6,925,716
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 570,000 570,000

資本剰余金 272,577 272,577

利益剰余金 1,276,570 1,383,821

自己株式 △10,521 △9,856

株主資本合計 2,108,625 2,216,542

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 132,063 130,910

評価・換算差額等合計 132,063 130,910

純資産合計 2,240,689 2,347,453

負債純資産合計 9,129,708 9,273,170
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(2)【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

売上高 5,675,786 5,631,149

売上原価 3,903,218 4,017,324

売上総利益 1,772,567 1,613,824

販売費及び一般管理費 ※１
 1,592,483

※１
 1,670,286

営業利益又は営業損失（△） 180,084 △56,461

営業外収益

受取利息 1,918 1,055

受取配当金 11,435 11,064

受取賃貸料 7,390 7,505

補助金収入 － 24,413

その他 12,446 9,462

営業外収益合計 33,191 53,500

営業外費用

支払利息 58,771 56,251

その他 16,573 14,522

営業外費用合計 75,344 70,773

経常利益又は経常損失（△） 137,931 △73,734

特別利益

貸倒引当金戻入額 404 587

経営者年金解約保険金 13,762 －

特別利益合計 14,167 587

特別損失

固定資産除却損 3,006 379

特別損失合計 3,006 379

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 149,092 △73,525

法人税、住民税及び事業税 4,785 7,226

法人税等調整額 60,467 △27,355

法人税等合計 65,252 △20,129

四半期純利益又は四半期純損失（△） 83,839 △53,396
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【第３四半期会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期会計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自 平成22年10月１日
　至 平成22年12月31日)

売上高 2,074,152 1,954,105

売上原価 1,375,126 1,434,203

売上総利益 699,025 519,902

販売費及び一般管理費 ※１
 534,735

※１
 572,776

営業利益又は営業損失（△） 164,289 △52,874

営業外収益

受取利息 554 315

受取配当金 3,124 3,480

受取賃貸料 2,539 2,511

補助金収入 － 24,413

その他 6,547 2,345

営業外収益合計 12,765 33,065

営業外費用

支払利息 19,778 18,795

その他 5,237 4,616

営業外費用合計 25,015 23,411

経常利益又は経常損失（△） 152,039 △43,220

特別損失

固定資産除却損 1,213 191

特別損失合計 1,213 191

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 150,825 △43,411

法人税、住民税及び事業税 1,484 1,867

法人税等調整額 58,127 △14,578

法人税等合計 59,612 △12,711

四半期純利益又は四半期純損失（△） 91,213 △30,700
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

149,092 △73,525

減価償却費 285,536 327,314

固定資産除却損 3,006 379

貸倒引当金の増減額（△は減少） △404 △587

賞与引当金の増減額（△は減少） △29,237 △77,897

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,512 △8,249

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △94,890 －

受取利息及び受取配当金 △13,354 △12,119

支払利息 58,771 56,251

手形売却損 10,341 6,862

売上債権の増減額（△は増加） 341,122 240,766

債権売却未収入金の増減額（△は増加） 115,545 －

たな卸資産の増減額（△は増加） △551,751 △207,477

仕入債務の増減額（△は減少） △322,615 △310,106

未払費用の増減額（△は減少） 29,701 △6,078

その他 46,670 △50,234

小計 25,022 △114,701

利息及び配当金の受取額 13,819 12,565

利息の支払額 △58,145 △59,616

法人税等の支払額 △7,482 △76,951

法人税等の還付額 1,428 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △25,357 △238,704

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △20,000 －

有形固定資産の取得による支出 △149,160 △82,897

無形固定資産の取得による支出 △4,928 △3,087

投資有価証券の取得による支出 △75,000 －

貸付けによる支出 △5,960 △2,900

貸付金の回収による収入 13,146 3,295

経営者年金の解約による収入 110,492 －

投資その他の資産の増減額（△は増加） △3,266 333

投資活動によるキャッシュ・フロー △134,675 △85,256

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △75,000 950,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △21,203 △23,732

長期借入れによる収入 850,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △339,497 △406,997

社債の償還による支出 △263,800 △263,800

配当金の支払額 △35,903 △53,854

自己株式の取得による支出 － △665

財務活動によるキャッシュ・フロー 114,596 400,949

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △45,436 76,988

現金及び現金同等物の期首残高 469,889 470,760

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 424,452

※
 547,748
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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

　

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第３四半期累計期間

(自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日)

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

　第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号　平成20年３月31日)及び「資産除
去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日)を適用しております。
  なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。

　

　

【簡便な会計処理】

当第３四半期累計期間
(自　平成22年４月１日  至　平成22年12月31日)

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるた

め、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

２．棚卸資産の評価方法

当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期会計期間末の実施棚卸高を

基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価格を見積り、簿

価切下げを行う方法によっております。

３．固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によって

おります。

４．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著

しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利

用する方法によっております。
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

当第３四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末
(平成22年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

5,353,786千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

5,062,902千円

※２　手形割引高　　

受取手形割引高 505,750千円

※２　手形割引高

受取手形割引高 1,084,935千円

　 　
　

　

(四半期損益計算書関係)

第３四半期累計期間

前第３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日 至　平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成22年４月１日 至　平成22年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当 464,487千円

賞与引当金繰入額 46,628千円

退職給付費用 38,682千円

　 　

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当 495,003千円

賞与引当金繰入額 24,881千円

退職給付費用 34,249千円

　 　
 

　

第３四半期会計期間

前第３四半期会計期間
(自　平成21年10月１日 至　平成21年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自　平成22年10月１日 至　平成22年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当 154,138千円

貸倒引当金繰入額 168千円

賞与引当金繰入額 46,628千円

退職給付費用 12,894千円

　 　

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当 163,348千円

貸倒引当金繰入額 84千円

賞与引当金繰入額 24,881千円

退職給付費用 11,416千円

 
　

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

前第３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日 至　平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成22年４月１日 至　平成22年12月31日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,114,552千円

預入期間が３か月超の定期預金 △690,100千円

現金及び現金同等物 424,452千円
 

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,297,848千円

預入期間が３か月超の定期預金 △750,100千円

現金及び現金同等物 547,748千円
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(株主資本等関係)

当第３四半期会計期間末(平成22年12月31日）及び当第３四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成

22年12月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当第３四半期会計期間末

普通株式(株) 7,200,000

　
　
２　自己株式に関する事項

株式の種類 当第３四半期会計期間末

普通株式(株) 21,083

　
３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月29日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 53,854 7.50平成22年３月31日 平成22年６月30日

　

　(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日

が当四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。
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(金融商品関係)

当第３四半期会計期間末（平成22年12月31日）

金融商品の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動があり

ません。

　

(有価証券関係)

当第３四半期会計期間末（平成22年12月31日）

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動があり

ません。

　

(デリバティブ取引関係)

金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いてお

ります。

　

(持分法損益等)

当第３四半期累計期間（平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）

該当事項はありません。

当第３四半期会計期間（平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）

該当事項はありません。

(ストック・オプション等関係)

当第３四半期会計期間（平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

当第３四半期会計期間（平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）

該当事項はありません。

　

(資産除去債務関係)

当第３四半期会計期間末（平成22年12月31日）

該当事項はありません。

　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社の事業は、労働安全衛生保護具の製造販売の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

(追加情報)

第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成21年

３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号  平

成20年３月21日)を適用しております。

　

(賃貸等不動産関係)

当第３四半期会計期間末（平成22年12月31日）

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第３四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末
(平成22年３月31日)

　 　

　 312.12円
　

　 　

　 326.91円
　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第３四半期会計期間末 前事業年度末

（平成22年12月31日） （平成22年３月31日）

純資産の部の合計額(千円) 2,240,689 2,347,453

普通株式に係る純資産額(千円) 2,240,689 2,347,453

差額の主な内訳(千円) ─ ─

普通株式の発行済株式数（千株） 7,200 7,200

普通株式の自己株式数（千株） 21 19

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(千株) 7,178 7,180

　

２．１株当たり四半期純利益金額等

第３四半期累計期間

前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間

(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日） (自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）

　１株当たり四半期純利益 11円68銭　１株当たり四半期純損失（△） △７円44銭

(注) １．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△)の算定上の基礎

項目
前第３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失(△)（千円） 83,839 △53,396

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失
（△）（千円）

83,839 △53,396

普通株主に帰属しない金額（千円） ─ ─

普通株式の期中平均株式数（千株） 7,180 7,180
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第３四半期会計期間

前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間

(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日） (自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）

　１株当たり四半期純利益 12円70銭　１株当たり四半期純損失（△） △４円28銭

(注) １．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△)の算定上の基礎

項目
前第３四半期会計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失(△)（千円） 91,213 △30,700

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失（△）（千
円）

91,213 △30,700

普通株主に帰属しない金額（千円） ─ ─

普通株式の期中平均株式数（千株） 7,180 7,179
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(重要な後発事象)

当第３四半期会計期間
(自　平成22年10月１日  至　平成22年12月31日)

　当社は、平成23年２月４日開催の取締役会において、下記のとおり固定資産の譲渡及び取得を決議いたしました。

１.譲渡及び取得の理由

現本社社屋は、昭和41年竣工、昭和47年増築の建物であり、現本社の業務規模を勘案すると手狭でもあるため、予

て本社移転を検討しておりましたが、この度、現本社社屋の土地及び建物を譲渡するとともに、本社機能の強化及

び業務の効率化が見込まれる、所在地の土地及び建物を取得することといたしました。

２.譲渡資産及び取得資産の内容

（１）譲渡資産の内容（現本社社屋）

資産の名称及び所在地 帳簿価額 譲渡価額 現況

東京都千代田区外神田３－１３－８

４０５百万円 ８１０百万円 事務所土地  136.42㎡

建物 延床面積  715.21㎡

（２）取得資産の内容（新本社社屋）

資産の名称及び所在地 取得価額 現況

東京都北区西ケ原１－２６－１

６３０百万円 事務所土地　740.71㎡

建物　延床面積　2,050.99㎡

３.譲渡及び取得の相手先

譲渡の相手先 東京角田株式会社

取得の相手先 有限会社三京石油

４.譲渡及び取得の日程

平成23年２月４日 取締役会決議

平成23年２月４日 固定資産の譲渡契約及び取得契約の締結

平成23年３月31日迄 譲渡物件の引渡し（予定）

平成23年３月31日迄 取得物件の引渡し（予定）

５.当該事象の損益に与える影響

当該固定資産の譲渡に伴い、当第４四半期会計期間において、特別利益３億74百万円を計上する予定でありま

す。

 

　

(リース取引関係)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年２月10日

株式会社　重松製作所

取締役会　御中

事務所名 竹岡公認会計士事務所

公認会計士 竹　　岡　　　均　　㊞

　

事務所名 公認会計士斉藤会計事務所

公認会計士 斉　　藤　　　卓　　㊞

　
私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社

重松製作所の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第64期事業年度の第３四半期会計期間(平成21

年10月１日から平成21年12月31日まで)及び第３四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日

まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フ

ロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任

は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビュー

を行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施

される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

私たちが実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社重松製作所の平成21年12月31日現在の財政状態、同

日をもって終了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年２月10日

株式会社　重松製作所

取締役会　御中

　

事務所名 竹岡公認会計士事務所

公認会計士 竹　　岡　　　均　　㊞

　

事務所名 公認会計士斉藤会計事務所

公認会計士 斉　　藤　　　卓　　㊞

　
私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社

重松製作所の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第65期事業年度の第３四半期会計期間(平成22

年10月１日から平成22年12月31日まで)及び第３四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日

まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フ

ロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任

は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビュー

を行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施

される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

私たちが実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社重松製作所の平成22年12月31日現在の財政状態、同

日をもって終了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

　
追記情報

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成23年２月４日開催の取締役会において固定資産の譲

渡及び取得を決議し、同日に譲渡契約及び取得契約を締結している。

　

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

　
　

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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